
これまでの特別用途食品の表示許可等の主な改正概要について※

改正日 改正事項 概要

平成26年９月１日 • 乳児用調製乳 · 乳児用調製粉乳にビオチンの基準を追加

平成28年３月31日 • えん下困難者用食品 · えん下困難者用食品の試験方法の追加 等

平成29年３月31日 • えん下困難者用食品 · えん下困難者用食品の表示方法等の見直し
· とろみ調整用食品の許可区分追加 等

平成30年８月８日 • 乳児用調製乳 · 乳児用調製乳及び乳児用調製液状乳の許可区分の追加
· 乳児用調製乳にセレンの基準の追加

令和元年６月７日 • 運用改善 · 健康増進法の一部改正に伴う、特別用途食品の表示許可申請に係る
都道府県経由事務の廃止

令和元年９月９日 • 許可基準型病者用食品
• とろみ調整用食品

· 総合栄養食品の許可基準の見直し
· 糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品の許可区分の追加
· とろみ調整用食品の許可試験方法の見直し 等

令和３年３月29日 • 運用改善 · 製品の同一性があると認められる複数製品の一括申請の導入

令和５年５月19日 • 許可基準型病者用食品
• 運用改善

· 経口補水液の許可区分の追加
· 製品の同等性があると認められる複数製品の一括申請の導入、個別
評価型病者用食品における製品の同一性が認められる製品の申請
手続きの簡素化、品質管理等の定期的な報告の運用の簡素化 等

令和５年11月13日 • 運用改善 · e-Gov電子申請による申請サービスの導入
· 国庫に納付すべき表示の許可等に係る手数料について、納入告知書
（発行者：消費者庁）による納入方法の導入

※ 特別用途食品制度が消費者庁に移管された平成21年９月以降の主な改正概要を整理している。また、他法令の改正に伴う条ずれ等の形式的な改正は含まない。


